
水利使用権限の移譲

一級河川における従属発電に係る水利使用権限について、国土交通大臣から都
道府県知事等に対し権限移譲を実施（河川法施行令改正）。

主たる水利使用 従属発電

【従 前】 【政令改正後】

主たる水利使用 従属発電主たる水利使用
の許可権者

従属発電
の許可権者

主たる水利使用
の許可権者

従属発電
の許可権者

○直轄区間

○主たる水利使用
が大規模となる
知事管理区間知事管理区間

知事又は
政令市長

○主たる水利使用
が小規模となる
知事管理区間

知事又は
政令市長

知事又は
政令市長

＊平成２３年３月１日より


